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【資料】

複数の住所を有する生活様式の促進に関する法律
─法案作成講座第 16期：2020年 12月

　2004年から、毎年秋に、ひとつのテーマを決めて法案を作成する自主講座「法案作成講
座」を開催してきた。2020年は、新型コロナウイルス感染症の拡大をうけて、オンライン開
催とし、テーマは、複数の住所を有する生活様式の促進に関する法律とした。作成に当たっ
ては、参加者から、法案に盛り込むべき事項について意見を聞いて、参加者と対話を行いつ
つ行った。2020年 11月 27日、12月 4日、11日の 18:30-21:00に開かれた。参加者は、一
部参加を含め、約 12名であった。 （倉阪秀史）

複数の住所を有する生活様式の促進に関す
る法律
（目的）
第一条　この法律は、複数の住所を有する
生活様式を促進するため、従たる住所を
届け出ることができることとするととも
に、従たる住所届出者に係る投票及び納
税の特例等を定めるものとする。
（定義）
第二条　この法律において「従たる住所届
出者」とは、第三条第一項の規定による
届け出を行った者をいう。
（従たる住所の届出等）
第三条　複数の住所で居住する者は、総務
省令で定めるところにより、その者が記
録されている住民基本台帳を備える市町
村の市町村長（以下、「主たる住所地市町
村長」という。）にその従たる住所及び年
間の月数を従たる住所で居住することと
する期間の月数で除して得た値（以下、
「従たる住所地居住割合」という。）を届
け出ることができる。

2　前項の届け出をした者は、前項の従た
る住所地居住割合が、年間の月数を従た
る住所で実際に居住した期間の月数で除
して得た値が異なることとなる場合には、

遅滞なく新しい従たる住所地居住割合を
届け出なければならない。

3　前二項の規定による届出をした者は、従
たる住所を失ったとき又は従たる住所を
変更したときは、従たる住所を失った日
又は従たる住所を変更した日から十四日
以内に、総務省令で定めるところにより、
当該主たる住所地市町村長にその旨を届
け出なければならない。

4　主たる住所地市町村長は、前三項の規
定による届出を受けたときは、遅滞なく、
当該届出に係る事項を当該届出に係る従
たる住所を管轄する市町村の長（以下「従
たる住所地市町村長」という。）に通知す
るものとする。

（従たる住所届出者の住民票への従たる住
所の記載）

第四条　主たる住所地市町村長は、前条第
一項の届出を受けた場合、遅滞なく、当
該届出を行った者に係る住民票に、次に
掲げる事項を記載するものとする。

一　従たる住所
二　従たる住所居住割合
三　従たる住所を届け出た日
2　主たる住所地市町村長は、前条第二項
又は第三項の届出を受けた場合、遅滞な
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く、当該届出の内容を、当該届出を行っ
た者に係る住民票の記載事項に反映させ
るものとする。
（従たる住所地市町村長による従たる住所
住民基本台帳の作成）
第五条　従たる住所地市町村長は、第三条
第四項の規定による通知を受けた場合、
遅滞なく、当該通知に係る者について、個
人を単位とする従たる住所に係る住民票
（以下、「従たる住所住民票」という。）を
世帯ごとに編成して、従たる住所に係る
住民基本台帳（以下、「従たる住所住民基
本台帳」という。）を作成しなければなら
ない。

2　従たる住所地市町村長は、適当である
と認めるときは、前項の従たる住所住民
票の全部又は一部につき世帯を単位とす
ることができる。

3　従たる住所地市町村長は、政令で定め
るところにより、第一項の従たる住所住
民票を磁気ディスク（これに準ずる方法
により一定の事項を確実に記録しておく
ことができる物を含む。以下同じ。）をも
つて調製することができる。
（従たる住所住民票の記載事項）
第六条　前条第一項の従たる住所住民票に
は、次に掲げる事項について記載（前条
第三項の規定により磁気ディスクをもつ
て調製する従たる住所住民票にあっては、
記録。以下同じ。）をする。
一　氏名
二　出生の年月日
三　主たる住所
四　従たる住所
五　従たる住所地居住割合
六　従たる住所の届出の年月日
七　一の市町村の区域内において新たに従
たる住所を変更した者については、その
従たる住所を定めた年月日
八　個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関す
る法律（平成二十五年法律第二十七号）
第二条第五項に規定する個人番号をいう。
以下同じ。）

九　選挙人名簿に登録された者については、
その旨

十　従たる住所住民票コード（番号、記号
その他の符号であって総務省令で定める
ものをいう。以下同じ。）

十一　前各号に掲げる事項のほか、政令で
定める事項

（従たる住所住民票の記載等）
第七条　従たる住所住民票の記載、消除又
は記載の修正は、政令で定めるところに
より、第三条第四項の規定による通知に
基づき、又は職権で行うものとする。

（住民票の記載等のための市町村長間の通
知）

第八条　従たる住所地市町村長は、従たる
住所届出者につき住民票の記載をしたと
きは、遅滞なく、その旨を主たる住所地
市町村長に通知しなければならない。

2　前項の規定による通知は、総務省令で
定めるところにより、従たる住所地市町
村長の使用に係る電子計算機（入出力装
置を含む。以下同じ。）から電気通信回線
を通じて相手方である主たる住所地市町
村長の使用に係る電子計算機に送信する
ことによって行うものとする。ただし、総
務省令で定める場合にあっては、この限
りでない。

3　市町村長は、その市町村の住民以外の
者について戸籍に関する届書、申請書そ
の他の書類を受理し、又は職権で戸籍の
記載若しくは記録をした場合において、そ
の者の住所地で住民票の記載等をすべき
ときは、遅滞なく、当該記載等をすべき
事項をその住所地の市町村長に通知しな
ければならない。

4　第一項の規定による通知は、総務省令
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で定めるところにより、市町村長の使用
に係る電子計算機（入出力装置を含む。以
下同じ。）から電気通信回線を通じて相手
方である他の市町村の市町村長の使用に
係る電子計算機に送信することによって
行うものとする。ただし、総務省令で定
める場合にあっては、この限りでない。
（従たる住所住民票に係る選挙人名簿への
登録）
第九条　公職選挙法（昭和二十五年法律第
百号）第二十一条第一項にかかわらず、選
挙人名簿の登録は、当該市町村の区域内
に従たる住所を有する年齢満十八年以上
の日本国民（公職選挙法第十一条第一項
若しくは同法第二百五十二条又は政治資
金規正法（昭和二十三年法律第百九十四
号）第二十八条の規定により選挙権を有
しない者を除く。）で、その者に係る登録
市町村等（当該市町村及び消滅市町村（そ
の区域の全部又は一部が廃置分合により
当該市町村の区域の全部又は一部となっ
た市町村であって、当該廃置分合により
消滅した市町村をいう。第三項において
準用する場合に同じ。）をいう。以下この
項及び次項において同じ。）の従たる住所
住民票が作成された日から引き続き三箇
月以上登録市町村等の従たる住所住民基
本台帳に記録されている者について行う。

2　公職選挙法第二十一条第二項にかかわ
らず、選挙人名簿の登録は、前項の規定
によるほか、当該市町村の区域内から従
たる住所を移した年齢満十八年以上の日
本国民のうち、その者に係る登録市町村
等の従たる住所住民票が作成された日か
ら引き続き三箇月以上登録市町村等の従
たる住所住民基本台帳に記録されていた
者であって、登録市町村等の区域内に従
たる住所を有しなくなった日後四箇月を
経過しないものについて行う。

3　同法第二十一条第三項から第五項まで

の規定は、前二項の場合について準用す
る。

（従たる住所届出者の投票の効力）
第十条　公職選挙法第三十六条にかかわら
ず、前条の規定による選挙人名簿の登録
にかかる投票は、各選挙につき、一人当
たり、当該投票に係る者の選挙人名簿の
登録の日から三箇月前のその者の従たる
居住地居住割合の値の票とする。

2　同法第三十六条にかかわらず、従たる
住所届出者の主たる住所地市町村におけ
る投票は、各選挙につき、一人当たり、一
票から当該投票に係る者の選挙人名簿の
登録の日から三箇月前のその者の従たる
住所地居住割合の値を差し引いた値の票
とする。

（従たる住居届出者に関する市町村民税の
特例）

第十一条　地方税法（昭和二十五年法律第
二百二十六号）第二百九十四条第一項の
規定にかかわらず、従たる住所届出者の
従たる住所地市町村の市町村民税は、均
等割額及び所得割額の合算額に、従たる
住所居住割合を乗じた額により課する。

2　同法第二百九十四条第一項の規定にか
かわらず、従たる住所届出者の主たる住
所地市町村の市町村民税は、均等割額及
び所得割額の合算額に、一から従たる住
所居住割合を差し引いた値を乗じた額に
より課する。

（調査）
第十二条　市町村長は、定期に、第四条及
び第五条の規定により記載をすべきもの
とされる事項について調査をするものと
する。

2　市町村長は、前項に定める場合のほか、
必要があると認めるときは、いつでも第
四条及び第五条の規定により記載をすべ
きものとされる事項について調査をする
ことができる。
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3　市町村長は、前二項の調査に当たり、必
要があると認めるときは、当該職員をし
て、関係人に対し、質問をさせ、又は文
書の提示を求めさせることができる。

4　当該職員は、前項の規定により質問を
し、又は文書の提示を求める場合には、そ
の身分を示す証明書を携帯し、関係人の
請求があつたときは、これを提示しなけ
ればならない。
（秘密を守る義務）
第十三条　従たる住所住民基本台帳に関す
る調査に関する事務に従事している者又
は従事していた者は、その事務に関して
知り得た秘密を漏らしてはならない。
（住民に関する記録の保護）
第十四条　市町村長の委託（二以上の段階
にわたる委託を含む。）を受けて行う従た
る住所住民基本台帳に関する事務の処理
に従事している者又は従事していた者は、
その事務に関して知り得た事項をみだり
に他人に知らせ、又は不当な目的に使用
してはならない。
（従たる住所住民票に記載されている事項
の安全確保等）
第十五条　市町村長は、従たる住所住民基
本台帳に関する事務の処理に当たっては、
従たる住所住民票に記載されている事項
の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の
従たる住所住民票に記載されている事項
の適切な管理のために必要な措置を講じ
なければならない。

2　前項の規定は、市町村長から従たる住
所住民基本台帳に関する事務の処理の委
託（二以上の段階にわたる委託を含む。）
を受けた者が受託した業務を行う場合に

ついて準用する。
（苦情処理）
第十六条　市町村長は、この法律の規定に
より市町村が処理する事務の実施に関す
る苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけ
ればならない。

（資料の提供）
第十七条　国の行政機関又は都道府県知事
は、それぞれの所掌事務について必要が
あるときは、市町村長に対し、従たる住
所住民基本台帳に記録されている事項に
記載されている事項に関して資料の提供
を求めることができる。

（適用除外）
第十八条　この法律は、日本の国籍を有し
ない者のうち政令で定める者については、
適用しない。

（政令への委任）
第十九条　この法律の実施のための手続そ
の他その施行に関し必要な事項は、政令
で定める。

（罰則）
第二十条　第十三条の規定に違反して秘密
を漏らした者は、一年以下の懲役又は三
十万円以下の罰金に処する。

第二十一条　第十二条第三項の規定による
質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽
の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨
げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示
した者は、五万円以下の罰金に処する。

第二十二条　第三条第一項乃至第三項の規
定による届出をする場合において虚偽の
届出をした者は、五万円以下の罰金に処
する。


